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　この日にちなみ、人権擁護委員が次の４か所で相談所を開き、人権に関するさまざまな相談
をお受けします。

相談は無料で、予約も不要です。秘密は厳守いたします。
　家庭内のいざこざ、離婚、相続、隣り近所との問題など、日頃お悩みの方は、遠慮なく、御
相談にお越しください。

開催日時と相談会場
●６月３日（土）　10：00 ～ 15：00　白石市中央公民館
●６月７日（水）　10：00 ～ 15：00　大河原町役場
●６月７日（水）　10：00 ～ 15：00　角田自治センター
●６月14日（水）　 ９：00 ～ 11：30　丸森まちづくりセンター

●お問い合わせ　　大河原町字錦町１－１　法務局内
　　　　　　　　　大河原人権擁護委員協議会　☎０２２４－５２－６０５３

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１１４（担当：熊谷）

人 権 相 談 会 の ご 案 内

毎年6月1日は…
　人権擁護委員の日です

● 子育て世帯生活支援特別給付金のご案内 ●

子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します‼
支給対象者 支給手続き 支　給　額

① 令和４年度に七ヶ宿町で実
施した子育て世帯生活支援
特別給付金（前回の給付金）
の支給対象者であった方

申請不要です（※令和５年５
月中に該当になる対象者に通
知を送付済です）

児童１人当たり
一律　５万円

② ①以外で令和５年度分の住
民税均等割が非課税の子育
て世帯

申請が必要です（※該当にな
る対象者に６月中に申請書を
送付します）

③ 令和５年３月 31 日時点で
18 歳未満の児童（障害児
の場合、20 歳未満）を養
育する父母等であって令和
５年１月１日以降の収入が
急変し住民税非課税相当の
収入となった方

申請が必要です

　大人たちの熱気溢れるにぎやかな声と子供たちの大人に負けない大きく
元気な声が、地区内に響き渡り盛り上げを見せていました。

横川地区

湯原地区

各地で春祭りの賑わい各地で春祭りの賑わい
　４月 29 日に横川地区、５月３日に湯原地区で春祭りが行われました。晴天
に恵まれ、春の陽気が感じる中、元気な掛け声で町内が賑わいました。
　今年は４年ぶりの開催となり、担ぎ手と神輿を一目見ようとする方々で朝か
ら活気づいていました。

　暖かい日射しのもの、大人と子供それぞれの神輿渡御が行われ、子供の
太鼓の音頭に合わせて大きな声とともに力強く地区内を練り歩きました。


